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Ｉ. はじめに 

中国では分割出願※１の時期的要件に関し、専利法実施細則第 42条には次のように規定されて

いる。 

「一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は

本細則第 54 条第 1項に規定する期限（特許査定通知を受けた日から 2ヵ月内）が満

了するまでに、分割出願を申し出ることが出来る。…後略…」 

 

また、従来では、上記時期的要件の例外として、分割出願について単一性欠如の問題が指摘さ

れた場合には、それに基づく再分割出願※２に関し、当該単一性欠如が指摘された拒絶理由通知

書または分割指令の副本を提出すれば、細則第 54条第 1項の上記期限の制限を受けずに再分割

可能とされていた（旧審査基準第一部分第一章第 5.1.1）。 

 

しかし、上記旧基準では、再分割出願の具体的時期に関する明確な規定が無く、プラクティス

上において解釈が分岐して混乱を招来する場面が多かった。こういった現象を含む諸問題を解消

すべく、中国特許庁は、再分割出願の時期的要件を明確化した内容を含む改定審査基準を 2019

年 11月 1日から運用することを公表した。 

 

そこで本稿は、2019 年改定審査基準に基づく、分割出願の単一性欠如による再分割出願の時

期的要件を紹介するとともに、中国分割出願の留意事項について説明する。 

 

【全 5 頁】 

 

※１
親出願から直接に派生する分割出願。本稿では、便宜上、「第１世代分割」と表現する場合がある。 

※２
※１における分割出願から更に派生する分割出願。「第２世代以降分割」と表現する場合がある。 
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